
仲裁法案要綱（案）とモデル法との対応関係 仲裁検討会参考資料 １９

規　　　定　　　の　　　内　　　容 モ デ ル 法 と の 関 係

第１章　総則

一 趣旨 ―

趣旨規定 なし

二 定義 ２条　定義及び解釈規則

主な用語の定義規定（仲裁合意，仲裁廷及び主張書面の定義を設ける予定） ７条１項，１条５項，２条(b)

三 適用範囲 １条　適用範囲

1 仲裁地が日本国内にある場合について適用 １条２項

2 第二の二１，第二の三の規定についての例外 １条２項

3 第八の規定についての例外 １条２項

四 裁判所の関与 ５条　裁判所の介入範囲

仲裁手続に関しての裁判所の権限行使の範囲 ５条

五 裁判所の管轄
６条　仲裁援助及び監督のため一定の職務
を行う裁判所その他の機関

1 裁判所が行う手続に係る事件の管轄裁判所 なし

2 ２以上の管轄裁判所があるときは，先に申立てがあった裁判所が管轄 なし

3 管轄違いの移送 なし

六 任意的口頭弁論 ―

裁判所が行う手続についての任意的口頭弁論 なし

七 裁判に対する不服申立て ―

裁判所が行う手続に係る裁判に対する不服申立て なし

八 仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与 ―

1 仲裁地が定まっていない場合の裁判所に対する仲裁人選任等の申立て等 なし

2 １の申立てに係る事件の管轄裁判所 なし

九 裁判所が行う手続に係る事件の記録の閲覧等 ―

裁判所が行う手続に関する事件の記録の閲覧等 なし

十 裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用 ―

裁判所が行う手続について民事訴訟法を準用 なし

―

裁判所が行う手続について最高裁判所規則へ委任 なし

３条　書面による通知の受領

1 仲裁手続における書面によってする通知の効力が生ずる場合 ３条１項柱書，(a)，(b)

2 書面によってする通知についての裁判所における送達の申立て なし

3 当事者間に２の送達を行わない合意がある場合の同規定の不適用 なし

4
配達先が相当な調査をしても分からない場合の通知の方法及び通知の効力が生ず
る時期

３条１項柱書，(a)，(b)

5 裁判所が行う手続において通知を行う場合の１及び４の不適用 ３条２項

第２章　仲裁合意

一 仲裁合意の効力等 ７条　定義及び仲裁合意の方式

1 仲裁合意の対象となる紛争（和解することができる民事上の紛争） なし（１条５項に対応）

2 仲裁契約の書面性 ７条２項

3 書面による契約における仲裁条項のある文書の引用 ７条２項

4 電磁的記録の取扱い なし

5
仲裁手続において一方の当事者が提出した主張書面に仲裁合意の内容の記載があ
り，他方の当事者が提出した主張書面にこれを争う旨の記載がない場合

７条２項

6 仲裁合意の独立性 １６条１項

二 仲裁合意と本案訴訟
８条　仲裁合意と裁判所における実体
的権利の主張

1 本案訴訟における仲裁合意の存在の主張の効果等 ８条１項

2 仲裁合意の対象について訴訟係属中でも仲裁手続の続行等が可能 ８条２項

第一　総則

十一 最高裁判所規則

十二 書面によってする通知

第二　仲裁合意
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規　　　定　　　の　　　内　　　容 モ デ ル 法 と の 関 係

三 仲裁合意と裁判所の保全処分 ９条　仲裁合意と裁判所による暫定措置

仲裁合意の対象となる民事上の紛争に関しての保全処分の申立て等 ９条

第３章　仲裁廷の構成

一 仲裁人の数 １０条　仲裁人の数

1 仲裁人の数は当事者が合意により定める。 １０条１項

2 （当事者の数が２人の場合）１の合意がないときは，仲裁人は３人 １０条２項

3
（当事者の数が３人以上の場合）１の合意がないときは，当事者の申立てにより
裁判所が定める。

なし

二 仲裁人の選任 １１条　仲裁人の選定

1 仲裁人の選任手続は，当事者が合意により定める。 １１条２項

2 （当事者の数が２人）仲裁人が３人で選任手続の合意がないときの規律 １１条３項(a)

3 （当事者の数が２人）仲裁人が１人で選任手続の合意がないときの規律 １１条３項(b)

4
（当事者の数が３人以上）１の合意がないときは，当事者の申立てにより裁判所
が仲裁人を選任

なし

5 当事者が定めた選定手続によっては仲裁人が選任されないときの規律 １１条４項

6 仲裁人選任に当たって裁判所が考慮すべき事項 １１条５項

三 仲裁人の忌避 １２条　忌避事由，１３条　忌避手続

1 忌避の原因・仲裁人等の忌避原因開示義務 １２条１項，２項

2 忌避の手続 １３条

四 解任の申立て １４条　行為の懈怠又は不能

裁判所に対する仲裁人解任の申立て １４条１項

五 仲裁人の任務の終了 ―

仲裁人の任務終了事由等 １５条

六 後任の仲裁人の選任方法 １５条　代替仲裁人の選定

後任の仲裁人の選任方法 １５条

第４章　仲裁廷の管轄

一 自己の仲裁権限の有無についての判断 １６条　仲裁廷の管轄に関する決定権限

1 仲裁廷は，仲裁権限について判断を示すことができる。 １６条１項

2 仲裁廷が仲裁権限を有しない旨の主張の提出期限 １６条２項

3 仲裁権限について判断を示す方法 １６条３項

4 裁判所に対する仲裁権限の有無についての決定を求める申立て １６条３項

二 暫定措置又は保全措置 １７条　暫定措置を命ずる仲裁廷の権能

仲裁廷による暫定的・保全的措置の命令等 １７条

第５章　仲裁手続の進行

一 当事者の平等待遇 １８条　当事者の平等待遇

当事者の平等取扱い，当事者のプレゼンテーションの機会の保障 １８条

二 仲裁手続の準則 １９条　手続規則の決定

1 当事者による仲裁手続の準則の決定 １９条１項

2 当事者の合意がない場合の仲裁廷が適用と認める方法による仲裁手続の実施 １９条２項

三 異議権の放棄 ４条　責問権の放棄

補充規定等の違反についての異議権のみなし放棄 ４条

四 仲裁地 ２０条　仲裁地

1 仲裁地は，当事者が合意により定めることができる。 ２０条１項

2 １の合意がない場合は仲裁廷が仲裁地を定める。 ２０条１項

3 仲裁廷は，仲裁地以外の場所においても評議，審理ができる。 ２０条２項

五 仲裁手続の開始及び時効の中断 ２１条　仲裁手続の開始

1 仲裁手続の開始時期 ２１条

2 仲裁手続における請求は，時効中断効を有する。 なし

六 言語 ２２条　言語

仲裁手続において使用する言語及びその言語を使用して行う手続 ２２条

第三　仲裁人

第四　仲裁廷の特別の権限

第五　仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理
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規　　　定　　　の　　　内　　　容 モ デ ル 法 と の 関 係

七 当事者の陳述の時期的制限 ２３条　申立及び答弁

1 仲裁申立人の申立ての趣旨等の陳述義務等 ２３条１項

2 仲裁被申立人の，仲裁申立人の陳述した事項に対する自己の主張の陳述義務等 ２３条１項

3 陳述した事項についての変更・追加とその制限 ２３条２項

4 当事者間に別段の合意がある場合の１から３までの不適用 ２３条１項，２項

八 審理の方法 ２４条　審問及び書面による手続

1 口頭審理を行う場合等 ２４条１項

2 当事者間に別段の合意がある場合の１の不適用 ２４条１項

3 当事者に対する口頭審理期日（日時・場所）の事前通知 ２４条２項

4
仲裁廷に提出した主張書面等の内容をその他の当事者が知ることができるように
する措置

２４条３項

5
仲裁判断等の基礎となるべき鑑定人の報告その他の証拠資料の内容を当事者が知
ることができるようにする措置

２４条３項

九 不熱心な当事者がいる場合の取扱い ２５条　当事者の懈怠

1 仲裁申立人が七１に違反したときの仲裁手続の終了 ２５条柱書，(a)

2 仲裁被申立人が七２に違反したときの仲裁手続の続行 ２５条(b)

3 当事者が口頭審理の期日に出頭しない場合等の取扱い ２５条柱書，(c)

4 当事者間に別段の合意がある場合の１から３までの不適用 ２５条柱書

十 仲裁廷による鑑定人の選任等 ２６条　仲裁廷による鑑定人選任

1 仲裁廷は，鑑定人を選任することができる。 ２６条１項

2 鑑定人の報告後の口頭審理，鑑定人の出席義務，当事者の質問権等 ２６条２項

3 当事者間に別段の合意がある場合の１及び２の不適用 ２６条１項柱書，２項

２７条　証拠調べにおける裁判所の援助

1 仲裁廷又は仲裁廷の同意を得た当事者の裁判所に対する証拠調べの実施の申立て ２７条

2 １の申立てに係る事件を管轄する裁判所 なし

3 １項の申立てについての決定に対する即時抗告 なし

4 仲裁人の証人に対する質問権等，裁判所書記官による証拠調調書の作成 なし

第６章　判断の作成及び手続の
終了

一 仲裁判断において準拠すべき法 ２８条　紛争の実体に適用される規範

1 仲裁判断において準拠すべき法は，当事者が合意により定める。 ２８条１項

2 当事者の合意がない場合に適用される法（紛争に最も密接に関連する法） ２８条２項

3 当事者の明示の求めがあるときの衡平と善による判断，契約及び慣習の考慮 ２８項３項，４項

二 合議体である仲裁廷の議事 ２９条　仲裁人の合議体による決定形成

1 仲裁人の互選により仲裁廷の長を選任 なし

2 合議体の議事についての過半数原則と手続上の事項についての例外 ２９条

3 当事者間に別段の合意がある場合の１及び２の不適用 ２９条

三 和解 ３０条　和解

1
仲裁手続進行中に和解が成立し，当事者双方の求めがある場合の和解の合意を内
容とする決定とその効力等

３０条１項，２項

2 仲裁人の和解勧試とその承諾・撤回の方式（書面性） なし

四 仲裁判断書 ３１条　仲裁判断の形式及び内容

1 仲裁判断書の作成義務，署名要件 ３１条１項

2 仲裁判断書の記載事項 ３１条２項，３項

3 仲裁地において仲裁がされたものとみなす。 ３１条３項

4 仲裁人の署名のある仲裁判断書の写しを当事者に送付して通知 ３１条４項

五 仲裁手続の終了 ３２条　手続の終結

1 仲裁手続の終了事由（仲裁判断又は仲裁手続の終了決定） ３２条１項

2 仲裁手続の終了決定をすべき場合 ３２条２項等

3 仲裁廷の任務の終了と例外（訂正，解釈，追加判断の場合） ３２条３項

六 仲裁判断の訂正，仲裁廷による解釈及び追加仲裁判断 33条　判断の訂正及び解釈。追加的判断

第六　仲裁判断及び仲裁手続の終了

十一 裁判所により実施する証拠調べ
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規　　　定　　　の　　　内　　　容 モ デ ル 法 と の 関 係

仲裁判断の訂正，仲裁廷による仲裁判断の解釈及び追加仲裁判断 ３３条

第７章　判断に対する不服申立
３４条　仲裁判断に対する排他的不服申立
〔手段〕としての取消の申立

一 仲裁判断取消しの申立て ３４条１項，２項

二 仲裁判断取消しの申立ての申立期間 ３４条３項

三 一の申立てに係る事件の移送，即時抗告 なし

四 一の申立てについての審理の方式 なし

五 仲裁判断を取り消す場合 ３４条２項

六 一の申立てについての決定に対する即時抗告 なし

第８章　判断の承認及び執行

一 仲裁判断の承認 ３５条　承認及び執行

仲裁判断（仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。）は，承認拒絶理由が
ある場合を除き，確定判決と同一の効力を有する。

３５条１項，３６条１項

二 仲裁判断の執行決定 ３６条　承認又は執行の拒否事由

1 裁判所に対する執行決定の申立て ３５条１項，２項

2 １の申立てを受けた裁判所による手続の中止 ３６条２項

3 １の申立てに係る事件の管轄裁判所，事件の移送，即時抗告 なし

4 裁判所が執行決定をすべき場合 ３５条１項，３６条１項

5 裁判所が申立てを却下できる場合 ３５条１項，３６条１項

6 審理の方法及び不服申立て なし

一 仲裁人の報酬 ―

1 仲裁人は当事者が合意により定める報酬を受領可 なし

2
１の合意がないときは，仲裁廷が仲裁人の報酬を決定。報酬は，相当な額でなけ
ればならない。

なし

二 仲裁費用の予納 ―

仲裁費用の概算額の予納命令，予納がない場合の仲裁手続の中止・終了 なし

三 仲裁費用の分担 ―

1
仲裁手続に関して支出した費用の当事者間での分担は，当事者が合意により定め
る。合意がないときは，各自負担

なし

2
当事者間に合意がある場合の仲裁費用の分担及び償還額についての仲裁廷による
定めとその効力

なし

一
収賄，受託収賄，事前収賄，第三者供賄，加重収賄及び事後収賄並びに仲裁人に
係る贈賄の罪

なし

二 一の罪についての国外犯処罰規定 なし

一 施行期日 ―

公布の日から起算して９か月を超えない範囲で政令で定める日から施行 なし

二 経過措置等 ―

1
仲裁合意の方式，仲裁手続，仲裁人忌避の訴え，仲裁廷に対する忌避の申立て及
び仲裁判断の効力についての所要の経過措置

なし

2 消費者と事業者との間に成立した仲裁合意に関する特例 なし

3 個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意に関する特例 なし

三 関係法律の整備 ―

略

第十　罰則

第十一　施行期日等

第七　仲裁判断の取消し

第八　仲裁判断の承認及び執行決定

第九　雑則
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